
議
第
三
十
六
号

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
の
十
七
第
一
項
中
「
掲
げ
る
自
動
車
を
」
を
「
定
め
る
自
動
車
を
」
に
、
「
環
境
性
能
割
」
を

「
当
該
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

天
災
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
天
災
等
」
と
い
う
。
）
の
被
災
者

当
該
天

災
等
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
に
代
わ
る
自
動
車
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

二

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
を
開
設
す
る
者

で
規
則
で
定
め
る
も
の

救
急
又
は
へ
き
地
巡
回
診
療
の
た
め
使
用
す
る
自
動
車

三

身
体
障
害
者
（
身
体
に
障
害
を
有
す
る
者
の
う
ち
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次

号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
精
神
障
害
者
（
精
神
保

健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
精

神
障
害
者
の
う
ち
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
八
十
五

条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

そ
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す

る
者
が
専
ら
規
則
で
定
め
る
目
的
の
た
め
に
運
転
す
る
自
動
車

四

身
体
障
害
者
（
年
齢
十
八
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
又
は
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者

当
該
精

神
障
害
者
が
運
転
す
る
自
動
車
又
は
当
該
身
体
障
害
者
若
し
く
は
当
該
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者

が
専
ら
規
則
で
定
め
る
目
的
の
た
め
に
運
転
す
る
自
動
車

五

身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
身
体

障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
身
体
障
害
者
等

当
該
世
帯
の
身
体
障
害
者
等
を
介

護
す
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
が
専
ら
規
則
で
定
め
る
目
的
の
た
め
に
運
転
す
る
自
動
車

六

構
造
上
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
条
に
規

定
す
る
精
神
障
害
者
を
い
う
。
次
号
及
び
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
に

専
ら
供
す
る
た
め
の
自
動
車
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

当
該
自
動
車

－1－



七

構
造
上
身
体
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
自
動
車
で
身
体
障
害
者
若
し
く
は

精
神
障
害
者
以
外
の
者
の
利
用
に
も
併
せ
て
供
さ
れ
る
も
の
又
は
専
ら
身
体
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者

が
運
転
す
る
た
め
の
構
造
変
更
が
な
さ
れ
た
自
動
車
（
営
業
用
の
も
の
に
限
る
。
）
を
取
得
し
よ
う
と
す
る

者

当
該
自
動
車

八

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
知
事
が
減
免
を
必
要
と
認
め
た
者

減

免
を
必
要
と
す
る
自
動
車

第
七
十
二
条
の
十
七
第
四
項
中
「
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
、
「
に
よ
つ

て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
天
災
等
の
被
災
者
が
当
該
天
災
等
の
前
に
自
動
車
を
取
得
し
、
か
つ
、
そ
の
直
後
に
当
該
天
災
等

に
よ
り
当
該
自
動
車
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
（
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

心
身
障
害
等
に
係
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
減
免
の
対
象
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う

と
す
る
。

－2－


